
鶴ヶ島市空き家バンク事業の仕組み 

                                  

「空き家バンク事業」とは空き家を売

却・賃貸したい方から物件の登録を受

けた情報を、空き家を購入・賃借した

い方に紹介する制度です。 

 

① 空き家の売却・賃貸の物件の登録

をします。 

② 書類確認、現地調査を行い、登録基

準を満たした物件について、窓口

や市のホームページで情報の発信

を行います。 

③ 空き家を購入・賃借したい方は希

望する物件を選び申請をします。 

④ 宅建協会埼玉西部支部が選定した

不動産業者の仲介により交渉・契

約をします。 

（※ 仲介手数料がかかります。） 


